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イ
ェ
ー
ル
大
学
バ
イ
ネ
キ
稀
覯
本
・
手
稿
図
書
館
（
以
下
、
バ
イ
ネ
キ
図
書
館
）

の
日
本
イ
ェ
ー
ル
協
会
（
Ｙ
Ａ
Ｊ
）
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
「
河
内
国
下
縄
野
并
刑

部
郷
散
用
帳
」（Y

A
J2.4

、
以
下
、
Ｙ
Ａ
Ｊ
本
）
と
題
さ
れ
る
史
料
が
登
録
さ
れ
て

い
る
。
登
録
名
は
題
箋
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
は
明
ら
か
に
神
護
寺
領
丹

波
国
吉
富
庄
に
関
係
す
る
も
の
で
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
所
蔵
す
る
「
神
護
寺

領
丹
波
国
吉
富
荘
年
貢
算
用
状
」
巻
子
本
七
巻
（
以
下
、
史
料
編
纂
所
本
）
に
収
め

ら
れ
た
散
用
状
と
類
似
し
た
散
用
状
が
貼
り
継
が
れ
て
い
る
。

　

Ｙ
Ａ
Ｊ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
最
初
の
日
本
人
教
員
と
な
っ
た
朝

河
貫
一
が
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
一
九
年
ま
で
二
度
目
の
帰
国
を
し
た
際
に
、
日
本

の
イ
ェ
ー
ル
大
学
卒
業
生
た
ち
に
寄
付
を
呼
び
か
け
て
構
築
し
た
日
本
の
歴
史
・
文

化
に
関
す
る
古
典
籍
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
史
料
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
東
京

帝
国
大
学
の
黒
板
勝
美
に
依
頼
が
な
さ
れ
、
一
九
三
四
年
、
一
九
四
タ
イ
ト
ル
の
史

料
・
書
籍
が
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
送
ら
れ
た
。
他
方
、
史
料
編
纂
所
本
の
登
録
に
至
る

経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
史
料
編
纂
所
本
、
Ｙ
Ａ
Ｊ
本
と
も
に
黒
板
に
よ
る
選
定
活

動
の
中
で
収
集
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
装
幀
は
両
者
で
異
な
り
、

Ｙ
Ａ
Ｊ
本
が
布
張
の
褾
紙
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
史
料
編
纂
所
本
は
紙
の
褾
紙

で
あ
る
。
題
箋
も
史
料
編
纂
所
本
で
は
「
神
護
寺
領
丹
波
国
吉
富
荘
年
貢
算
用
状
」

と
適
切
な
書
名
に
な
っ
て
い
る
。
Ｙ
Ａ
Ｊ
本
は
米
国
に
発
送
さ
れ
る
前
に
装
幀
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
史
料
編
纂
所
本
は
そ
れ
に
遅
れ
て
命
名
と
装
幀
を
施
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

史
料
編
纂
所
で
は
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
二
〇
一
五
年
度
ま
で
、
大
学
共
同
利
用
機

関
法
人
人
間
文
化
研
究
機
構
が
実
施
し
た
日
本
関
連
在
外
資
料
調
査
研
究
事
業
の
一

環
と
し
て
、
バ
イ
ネ
キ
図
書
館
の
所
蔵
す
る
日
本
関
係
史
料
の
調
査
を
行
っ
た
。
そ

の
成
果
と
し
て
、
同
図
書
館
の
所
蔵
す
る
日
本
文
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
朝
河
の
一
九

〇
六
年
か
ら
一
九
〇
七
年
の
初
回
の
帰
国
時
に
収
集
し
た
史
料
・
写
本
）
の
目
録
が

史
料
編
纂
所
編『
イ
ェ
ー
ル
大
学
所
蔵
日
本
関
連
資
料　

研
究
と
目
録
』（
勉
誠
出
版
）

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調
査
時
に
Ｙ
Ａ
Ｊ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
資
料
も
調
査
し
て

お
り
、
筆
者
は
「
河
内
国
下
縄
野
并
刑
部
郷
散
用
帳
」
も
実
見
し
て
い
た
が
、
本
史

料
は
錯
簡
と
脱
落
が
甚
だ
し
く
、調
査
期
間
内
に
整
序
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
二
〇
一
七
年
に
坂
本
亮
太
・
末
柄
豊
・
村
井
祐
樹
編
『
高
雄
山
神
護
寺
文

書
集
成
』（
思
文
閣
出
版
、
以
下
、『
集
成
』）
が
刊
行
さ
れ
、
神
護
寺
や
史
料
編
纂

所
な
ど
の
所
蔵
す
る
吉
富
庄
関
係
史
料
の
全
体
と
Ｙ
Ａ
Ｊ
本
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
が

容
易
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
Ｙ
Ａ
Ｊ
本
は
四
点
の
吉
富
庄
の
年
貢
散
用
状
の
断

簡
を
貼
り
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
各
料
紙
の
本
来
の
順
序
を

推
定
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
以
下
で
は
そ
の
考
証
過
程
と
結
果
を
紹
介
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

吉
富
庄（
現
在
の
京
都
市
左
京
区
京
北
町
と
南
丹
市
八
木
町
の
一
部
）の
地
は『
和

（
１
）

史
料
紹
介イ

ェ
ー
ル
大
学
バ
イ
ネ
キ
図
書
館
所
蔵
「
神
護
寺
領
丹
波
国
吉
富
庄
年
貢
散
用
状
」

榎　
　

原　
　

雅　
　

治
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名
類
聚
抄
国
郡
部
』
の
北
桑
田
郡
宇
頭
（
宇
都
）
郷
と
船
井
郡
刑
部
郷
・
志
麻
郷
に

相
当
す
る
。
宇
都
郷
は
源
義
朝
の
私
領
で
あ
っ
た
が
、
平
治
の
乱
後
、
後
白
河
院
近

臣
藤
原
成
親
の
所
領
と
な
っ
た
。
成
親
は
宇
都
郷
に
神
吉
・
八
代
・
熊
田
・
志
摩
・

刑
部
の
五
郷
を
加
え
て
後
白
河
院
御
願
の
法
華
堂
に
寄
進
し
、
二
郡
に
ま
た
が
る
吉

富
庄
が
成
立
し
た
。
平
家
滅
亡
後
、
宇
都
郷
は
源
氏
の
旧
領
だ
っ
た
由
緒
に
よ
り
、

源
頼
朝
に
帰
し
、
頼
朝
か
ら
神
護
寺
の
文
覚
に
寄
進
さ
れ
た
（
本
庄
）。
つ
い
で
文

覚
の
要
望
に
よ
っ
て
、
五
郷
も
後
白
河
院
か
ら
神
護
寺
に
寄
進
さ
れ
た
（
新
庄
）。

こ
の
ほ
か
中
世
史
料
に
は
上
縄
野
郷
・
下
縄
野
郷
・
鳥
羽
村
の
所
見
が
あ
る
（
中
世

史
料
で
は
宇
都
は
「
宇
津
」、
志
摩
は
「
志
万
」
と
表
記
さ
れ
る
）。『
集
成
』
所
収

史
料
に
よ
れ
ば
、
応
永
年
間
に
至
っ
て
も
年
貢
散
用
状
は
郷
ご
と
に
作
成
さ
れ
て
お

り
、
上
縄
野
・
八
代
・
刑
部
・
熊
田
・
志
万
一
色
・
鳥
羽
預
所
方
分
の
も
の
計
一
二

通
の
年
貢
散
用
状
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
Ｙ
Ａ
Ｊ
本
に
は
下
縄
野
と
刑
部
の
年

貢
散
用
状
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
断
簡
が
含
ま
れ
る
の
で
、
吉
富
庄
の
諸
郷
の
う
ち

宇
津
郷
と
神
吉
郷
以
外
の
年
貢
散
用
状
が
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

表
１
は
『
集
成
』
所
収
分
の
年
貢
散
用
状
に
つ
い
て
、
収
納
お
よ
び
勘
定
の
年
次
、

定
田
数
、
本
年
貢
高
、
定
米
高
、
末
尾
の
署
判
者
（
納
所
代
・
寺
家
公
文
）
を
一
覧

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
同
じ
郷
で
あ
れ
ば
年
次
に
よ
る
田
数
と
年
貢
高
の

変
化
は
な
い
こ
と
、
複
数
で
構
成
さ
れ
る
署
判
者
は
同
年
で
あ
れ
ば
郷
が
異
な
っ
て

も
同
一
で
あ
る
こ
と
、
署
判
者
の
構
成
は
毎
年
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

署
判
者
は
末
尾
だ
け
で
な
く
紙
継
目
の
裏
に
も
花
押
を
据
え
て
い
る
。
Ｙ
Ａ
Ｊ
本

で
も
、
ほ
と
ん
ど
の
料
紙
の
両
端
の
裏
に
花
押
が
確
認
で
き
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

料
紙
を
年
次
ご
と
に
類
別
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
。
Ｙ
Ａ
Ｊ
本
の
各
料

紙
を
継
目
署
判
の
数
と
署
判
者
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
ａ
署
判
一
名
（
定
紹
）　　
　
　
　
　

第
８
紙

　

ｂ
署
判
二
名
（
花
押
の
判
別
不
能
）　

第
１
紙

　
ｃ
署
判
二
名
（
禅
快　

定
紹
）　　
　

第
２
～
４
紙　

第
９
～
17
紙

（
２
）

（
３
）

表１　『高雄山神護寺文書集成』所収の吉富庄関係年貢散用状

番号 郷 収納年 勘定年 定田 本年貢 定米 納所代 寺家公文 注進者 出典

434 上縄野 応永8 応永10 29町4段25代 109石2斗 100石9斗7升 快詮 定紹　禅快 公文代 碓井

435 八代 応永8 応永10 24町9段35代 82石4斗8升5合 （後欠） （後欠） （後欠） （後欠） 中野

437 刑部 応永12 応永13 109町8段20代 119石9升7合 79石4斗4升 賢清　定紹　禅快 ※1 （後欠） 編纂所

438 （前欠） （前欠） 応永13 （前欠） （前欠） 129石8升2合 ※2 賢清 定紹　禅快 公文代 編纂所

439 上縄野 応永12 応永13 29町4段25代 109石2斗 100石9斗7升 賢清 定紹　禅快 公文代 碓井

441 八代 応永13 応永14 24町9段35代 82石4斗8升5合 74石9斗5升5合 （賢清） 懐詮　祐芸 高義 編纂所

443 八代 応永15 応永16 24町9段35代 82石4斗8升5合 74石9斗5升5合 快潤 賢清　堯詮 高義 編纂所

444 熊田 応永15 応永16 30町1段40代 99石4斗5合 89石2斗8升 快潤 賢清　堯詮 高義 編纂所

446 志万一色 応永16 ― 2町8段15代 ― 22石7斗6升 ― ― ― 碓井

447 （前欠） （前欠） 応永17 （前欠） （前欠） 28石4斗8升7合7勺 （快潤） 祐詮　祐芸 親平 編纂所

448 八代 応永17 応永18 24町9段35代 82石4斗8升5合 74石9斗□升5合 快潤 賢清　宗政 高義 碓井

450 鳥羽預所方 応永18 ― 6町1段45代 ― ― （後欠） （後欠） （後欠） 編纂所

※1は継目裏花押から判断した。　※2は前欠部にあたるため、記載数値から算出した。
・納所代の（　）は花押を欠く。・番号446と450は他の散用状とは性格が異なる。
出典略称：碓井（碓井小三郎氏所蔵文書）、中野（中野荘次氏所蔵文書）、編纂所（史料編纂所本）
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ｄ
署
判
三
名
（
禅
快　

定
紹　

賢
清
）
第
５
～
７
紙　

第
18
～
22
紙

　
ｅ
署
判
三
名
（
宗
政　

賢
清　

快
潤
）
第
23
紙　

第
25
～
28
紙

　

ｆ
白
紙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
24
紙

　

各
群
の
年
次
で
あ
る
が
、
ｂ
群
に
は
応
永
一
一
年
、
ｃ
群
に
は
応
永
一
二
年
、
ｅ

群
に
は
応
永
一
八
年
の
勘
定
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
料
紙
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
ｅ

群
に
つ
い
て
は
別
表
で
示
し
た
『
集
成
』
所
収
分
の
年
次
と
署
判
者
の
対
応
関
係
と

も
一
致
す
る
。
ｄ
群
は
年
次
を
記
し
た
料
紙
を
欠
く
が
、
紙
継
目
裏
の
三
つ
の
花
押

は
別
表
の
応
永
一
三
年
勘
定
分
の
署
判
者
の
も
の
と
一
致
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
年

の
も
の
と
確
定
で
き
よ
う
。

　
ａ
群
に
は
「
応
永
十
一
年
御
地
子
未
進
分
事
」
と
記
さ
れ
る
の
で
、
応
永
一
二
年

収
納
・
一
三
年
勘
定
分
の
一
部
の
は
ず
で
あ
る
。
筆
跡
や
文
字
の
大
き
さ
は
、
応
永

一
三
年
勘
定
分
で
あ
る
ｄ
群
第
19
紙
の
「
応
永
十
二
年
御
地
子
大
豆
散
用
事
」
と
い

う
文
字
と
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
ｄ
群
で
は
「
恒
成
名
御
米
」
の
運
上
に
関
す
る

項
に
続
け
て
「
同
応
永
十
一
年
御
米
未
進
事
」
の
項
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
応

永
十
二
年
御
地
子
大
豆
散
用
事
」
の
次
に
応
永
十
一
年
地
子
の
未
進
の
項
が
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
継
目
裏
判
が
一
つ
だ
け
で
あ
る
の
が
不
審
で
あ
る
が
、
ａ
群
は
ｄ

群
に
続
く
も
の
と
考
え
て
お
く
。

　

以
上
に
よ
っ
て
各
料
紙
が
ど
の
年
次
の
年
貢
散
用
状
で
あ
る
か
は
特
定
で
き
た

が
、
紙
継
目
の
左
右
で
花
押
の
据
え
ら
れ
た
高
さ
が
ず
れ
て
い
る
場
合
も
多
く
、
錯

簡
や
脱
落
が
あ
る
こ
と
は
確
実
で
、
料
紙
の
順
序
は
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、

冒
頭
の
１
紙
で
あ
る
ｂ
群
を
除
き
、ど
の
郷
の
散
用
状
で
あ
る
か
も
明
記
さ
れ
な
い
。

　
ｃ
群
は
紙
継
目
の
左
右
で
の
花
押
の
ず
れ
が
と
り
わ
け
甚
だ
し
い
が
、
幸
い
な
こ

と
に
『
集
成
』
四
三
八
・
丹
波
国
吉
富
庄
某
郷
算
用
状
（
前
欠
）（
史
料
編
纂
所
本
）

が
類
似
の
記
述
内
容
を
持
っ
て
い
る
。『
集
成
』
四
三
八
は
一
つ
書
き
形
式
の
左
の

よ
う
な
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
一
つ
書
き
に
注
目
し
て
ｃ
群
を
整
理
す
る
と

両
者
は
ほ
ぼ
対
応
す
る
記
載
形
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
ｃ
群
の
各
料

紙
番
号
は
（　

）
内
に
記
し
た
。

　

①　

前
欠
部
分
（
第
12
・
13
・
14
紙
）

　

②　

同
郷
未
進
（
第
２
・
３
紙
）

　

③　

神
殿
新
溝
御
検
知
元
亨
河
成
立
帰
并
新
田
等
御
米
散
用
（
第
３
・
４
紙
）

　

④　

同
郷
未
進
（
第
４
紙
）

　

⑤　

同
郷
康
安
元
年
并
貞
治
六
両
度
注
進
田
代
御
米
散
用
（
第
４
・
11
紙
）

　

⑥　

同
郷
未
進
（
第
11
紙
）

　

⑦　

同
郷
内
奥
露
原
田
代
御
米
散
用
（
第
９
紙
）

　

⑧　

同
郷
未
進
（
第
10
紙
）

　

⑨　

同
郷
地
子
散
用
（
第
10
・
15
紙
）

　

⑩　

同
郷
御
地
子
未
進
（
第
16
紙
）

　

⑪　

神
殿
并
新
溝
下
御
検
知
元
亨
河
成
立
帰
御
地
子
散
用
（
第
16
紙
）

　

⑫　

同
郷
未
進
（
第
16
紙
）

　

⑬　

同
奥
露
原
御
地
子
散
用
（
欠
）

　

⑭　

同
御
地
子
未
進
（
第
17
紙
）

　

⑮　

奥
付
（
第
17
紙
）

　

こ
れ
に
よ
っ
て
ｃ
群
と
四
三
八
は
同
じ
郷
の
応
永
一
二
年
勘
定
分
と
同
一
三
年
勘

定
分
の
散
用
状
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ
し
、
四
三
八
で
も
ｃ
群
で
も
冒
頭

部
分
が
欠
け
て
い
る
た
め
、こ
れ
が
ど
の
郷
の
散
用
状
で
あ
る
か
は
即
断
で
き
な
い
。

『
集
成
』
で
は
「
某
郷
」
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
特
定
の
た
め
の
手
が
か
り
は
あ
る
。

　

ま
ず
③
⑪
に
見
え
る
「
神
殿
」
と
い
う
地
名
で
あ
る
。
現
在
の
京
都
市
左
京
区
京

北
町
弓
槻
に
「
神こ

う

殿ど
の

垣が
い

内と

」
と
い
う
小
字
が
あ
る
が
、
弓
槻
は
宇
津
郷
の
範
囲
に
含

ま
れ
る
。
ま
た
⑦
⑬
に
見
え
る
「
奥
露
原
」
と
い
う
地
名
は
、『
集
成
』
三
〇
八
・
某

裁
許
状
（
東
京
大
学
文
学
部
所
蔵
長
福
寺
文
書
四
）
に
も
見
え
て
い
る
。
こ
の
裁
許

状
は
、
吉
富
庄
内
「
宇
津
永
野
」
の
百
姓
が
、
同
じ
吉
富
庄
内
神
吉
村
の
百
姓
が
「
奥

（
４
）
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露
原
・
岡
尻
・
杉
本
三
ヶ
所
田
畠
并
山
野
等
」
に
乱
入
し
て
濫
妨
を
働
い
て
い
る
こ

と
を
訴
え
た
の
に
対
し
、（
朝
廷
が
）
宇
津
郷
側
の
主
張
を
認
め
、
奥
露
原
以
下
の

地
を
宇
津
郷
に
付
す
こ
と
を
命
じ
た
裁
許
状
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
奥
露
原
が
宇

津
郷
と
神
吉
郷
の
境
界
部
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
裁
許
の
結
果
、
奥
露
原
の

宇
津
郷
へ
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
現
在
、
京
北
町
宇
津
と
南
丹

市
八
木
町
神
吉
の
中
間
の
細
野
地
区
に
「
長
野
」
の
小
字
が
あ
る
の
で
、
そ
の
付
近

が
論
所
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
集
成
』
四
三
八
に
貼
ら
れ
た
附
紙
に
は
、

未
進
分
に
関
す
る
注
記
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
下
縄
野
出
作
分
并
加

畑
谷
不
作
分
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
四
三
八
は
下
縄
野
郷
と
接
す

る
郷
の
散
用
状
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
が
、
下
縄
野
郷
は
京
北
町
周
山
地
区
に
あ
た

る
の
で
、
宇
津
郷
と
は
確
か
に
隣
接
し
て
い
る
。
ま
た
周
山
地
区
南
部
の
谷
に
は

「
河か

端ば
た

」
の
小
字
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、
四
三
八
と
ｃ
群
は
、
い
ず
れ
も
宇
津
郷
の

散
用
状
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ｅ
群
は
冒
頭
に
あ
た
る
第
23
紙
に
刑
部
郷
の
散
用
状
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て

い
る
。
第
25
紙
以
下
の
継
目
裏
花
押
は
継
目
の
左
右
で
符
合
し
、
料
紙
の
順
序
に
疑

い
は
な
い
。
第
23
紙
と
第
25
紙
の
裏
花
押
は
符
合
し
な
い
が
、
第
25
紙
以
下
に
見
え

る
「
三
郎
丸
」「
吉
安
名
」「
福
珎
名
」「
恒
成
」
な
ど
の
名
は
第
23
紙
に
も
見
え
て

い
る
の
で
、
第
25
紙
以
下
も
刑
部
郷
の
散
用
状
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　

ｄ
群
は
冒
頭
と
末
尾
を
欠
く
上
に
、
第
19
～
22
紙
以
外
は
継
目
裏
花
押
も
継
目
の

左
右
で
符
合
し
な
い
が
、
参
考
と
な
る
の
は
右
述
の
ｅ
群
で
あ
る
。
ｅ
群
に
見
え
る

「
大
谷
」「
山
室
」「
恒
成
名
」「
福
珎
名
」
な
ど
の
地
名
や
、
散
用
状
注
進
者
の
公

文
代
「
本
玉
」
は
ｄ
群
第
７
紙
・
第
18
紙
・
第
19
紙
に
も
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
ｄ

群
第
７
紙
に
見
え
る
「
土
々
井
」
は
『
集
成
』
三
四
八
・
貞
和
二
年
二
月
七
日
丹
波

国
守
護
代
小
林
国
範
請
文
（
岡
谷
惣
介
氏
所
蔵
文
書
）
に
「
刑
部
郷
内
土
々
井
三
郎

丸
名
」
と
見
え
る
。
さ
ら
に
『
集
成
』
二
三
八
・
正
安
三
年
七
月
三
日
安
藤
蓮
聖
請

文
（
尊
経
閣
古
文
書
纂
）
に
は
、
吉
富
新
庄
刑
部
郷
は
「
五
箇
庄
内
河
内
村
」
よ
り

水
を
得
て
い
る
た
め
、
井
料
と
し
て
毎
年
米
十
五
石
を
河
内
村
地
頭
方
に
納
め
る
こ

と
を
約
す
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ｄ
群
第
７
紙
に
は
「
河
内
春
井
料
」
以
下
、

井
料
に
関
す
る
記
述
が
続
く
。
こ
れ
が
二
三
八
で
河
内
村
か
ら
引
い
て
い
る
と
さ
れ

る
用
水
の
井
料
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
か
ら
ｄ
群
も
ｅ
群
と
同
じ
く
刑
部
郷
の

散
用
状
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
な
お
「
河
内
村
」
と
は
足
利
家
御
料
所
五
箇

庄
桐
野
河
内
村
の
う
ち
の
下
ノ
河
内
村
（
現
在
の
南
丹
市
園
部
町
高
屋
）
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　

な
お
、
こ
の
ｄ
群
は
継
目
裏
花
押
か
ら
応
永
一
三
年
勘
定
分
で
あ
る
と
推
定
で
き

る
が
、『
集
成
』
に
は
同
年
の
刑
部
郷
年
貢
散
用
状
（
四
三
七
）
が
す
で
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ｄ
群
と
四
三
七
の
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
両
者
を
比
較

す
る
と
、
四
三
七
は
惣
田
数
や
定
ま
っ
た
除
分
な
ど
を
記
し
た
冒
頭
部
で
あ
る
の
に

対
し
、
ｄ
群
に
は
当
年
度
の
所
済
分
、
別
納
地
の
散
用
、
前
年
度
の
未
進
分
、
当
年

度
の
畠
地
子
の
散
用
な
ど
が
記
さ
れ
、
両
者
の
記
述
に
重
複
す
る
事
項
は
な
い
。
こ

れ
は
ｄ
群
が
四
三
七
の
後
欠
部
分
に
あ
た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
よ
り
、
Ｙ
Ａ
Ｊ
本
の
各
料
紙
の
年
次
と
記
述
さ
れ
た
郷
が
判
明
し
た
こ
と
に

な
る
。
順
序
に
つ
い
て
は
一
部
に
不
確
定
な
も
の
も
あ
る
が
、
年
貢
散
用
状
の
一
般

的
な
様
式
に
照
ら
し
て
不
自
然
で
な
い
順
序
と
し
て
、
以
下
に
紹
介
す
る
。
史
料
名

は
「
神
護
寺
領
丹
波
国
吉
富
庄
散
用
状
」
と
す
る
。
な
お
、
Ｙ
Ａ
Ｊ
本
も
組
み
込
ん

だ
吉
富
庄
散
用
状
の
一
覧
を
表
２
と
し
て
提
示
し
て
お
く
。

（
５
）

（
６
）
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注（
１
）
中
村
治
子
「
朝
河
貫
一
と
イ
ェ
ー
ル
大
学
日
本
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」（
海
老
澤
衷
・

近
藤
成
一
・
甚
野
尚
志
編
『
朝
河
貫
一
と
日
欧
中
世
史
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
七
年
）。

（
２
）『
集
成
』
二
一
・
元
暦
元
年
五
月
十
九
日
後
白
河
院
庁
下
文
、
同
二
七
・
元
暦
二
年

正
月
十
九
日
文
覚
四
十
五
箇
条
起
請
文
。

（
３
）『
集
成
』
は
四
三
八
の
寺
家
公
文
の
一
人
を
「
経
勝
」
と
す
る
が
「
禅
快
」、
四
四
三

の
公
文
代
を
「
高
成
」
と
す
る
が
「
高
義
」、
四
四
七
の
公
文
代
を
「
雑
掌
」
と
す
る

が
「
親
平
」、
四
四
八
の
公
文
代
を
「
高
井
」
と
す
る
が
「
高
義
」、
継
目
裏
の
花
押

主
を
「
祐
芸
」「
祐
詮
」
と
す
る
が
「
宗
政
」「
賢
清
」「
快
潤
」
が
そ
れ
ぞ
れ
正
し
い
。

（
４
）
真
継
家
所
蔵
「
丹
波
国
吉
富
荘
絵
図
写
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
日
本
荘
園

絵
図
聚
影　

近
畿
三
』）
に
は
、「
宇
津
」
と
記
さ
れ
た
領
域
の
東
端
部
に
「
湯
釈
宮
」

が
描
か
れ
て
い
る
が
、「
湯
釈
宮
」
は
「
湯
槻
宮
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
厳
密
を
期
せ
ば
、
第
５
紙
と
第
６
紙
に
記
さ
れ
た
所
済
項
に
は
刑
部
郷
と
の
関
連
を

示
す
文
言
は
な
く
、
同
じ
年
次
の
他
の
郷
の
断
簡
で
あ
る
可
能
性
は
残
る
。
し
か
し

同
じ
年
次
で
現
存
す
る
宇
津
郷
と
上
縄
野
郷
の
所
済
項
は
完
結
し
て
お
り
、
こ
の
二

紙
を
挿
入
す
る
余
地
は
な
い
。
そ
の
他
の
郷
の
散
用
状
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
こ

の
二
紙
だ
け
が
そ
の
他
の
郷
の
散
用
状
の
一
部
と
し
て
残
さ
れ
た
可
能
性
は
低
い
。

（
６
）
五
箇
庄
と
桐
野
河
内
村
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報

告
二
〇
一
三
―
四　

丹
波
大
谷
村
佐
々
木
文
書
』
解
題
（
榎
原
雅
治
執
筆
）
参
照
。

表２　吉富庄関係年貢散用状
番号 郷 収納年 勘定年 定田 本年貢 定米 納所代 寺家公文 出典

434 上縄野 応永8 応永10 29町4段25代 109石2斗 100石9斗7升 快詮 定紹　禅快 碓井

435 八代 応永8 応永10 24町9段35代 82石4斗8升5合 （後欠） （後欠） （後欠） 中野

YAJ-b 下縄野 応永10 応永11 9町7段25代18歩 （後欠） （後欠） （後欠） YAJ

YAJ-c 宇津 （前欠） 応永12 （前欠） （前欠） 129石1斗 禅快 定紹　禅快 YAJ

437/
YAJ-d,a 刑部 応永12 応永13 109町8段20代 119石9升7合 87石6斗7升2合 賢清 定紹　禅快 編纂所・

YAJ

438 宇津 （前欠） 応永13 （前欠） （前欠） 129石8升2合 賢清 定紹　禅快 編纂所

439 上縄野 応永12 応永13 29町4段25代 109石2斗 100石9斗7升 賢清 定紹　禅快 碓井

441 八代 応永13 応永14 24町9段35代 82石4斗8升5合 74石9斗5升5合 （賢清） 懐詮　祐芸 編纂所

443 八代 応永15 応永16 24町9段35代 82石4斗8升5合 74石9斗5升5合 快潤 賢清　堯詮 編纂所

444 熊田 応永15 応永16 30町1段40代 99石2斗5合 89石2斗8升 快潤 賢清　堯詮 編纂所

446 志万一色 応永16 ― 2町8段15代 ― 22石7斗6升 ― ― 碓井

447 （前欠） （前欠） 応永17 （前欠） （前欠） 28石4斗8升7合7勺 （快潤） 祐詮　祐芸 編纂所

448 八代 応永17 応永18 24町9段35代 82石4斗8升5合 74石9斗5升5合 快潤 賢清　宗政 碓井

YAJ-e 刑部 応永17 応永18 109町8段20代 119石9升7合 快潤 賢清　宗政 YAJ

450 鳥羽預所方 応永18 ― 6町1段45代 ― ― （後欠） （後欠） 編纂所

　出典略称：碓井（碓井小三郎氏所蔵文書）、中野（中野荘次氏所蔵文書）、YAJ（YAJ本）、編纂所（史料編纂所本）
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【
翻　

刻
】

凡　

例

　

翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
次
の
よ
う
な
原
則
に
よ
っ
た
。

　

一
、
漢
字
は
、
基
本
的
に
常
用
字
体
を
用
い
、
正
字
は
常
用
字
体
に
改
め
た
。

　

一
、
本
文
に
は
、
読
点
お
よ
び
並
列
点
を
適
宜
加
え
た
。

　

一
、
欠
損
文
字
は
字
数
を
推
算
し
て
□
で
示
し
た
。

　

一
、
料
紙
の
終
了
箇
所
に
」
を
付
し
、
現
状
の
料
紙
番
号
を
（　

）
内
に
示
し
た
。

　

一
、
同
一
文
書
内
で
料
紙
の
欠
落
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
破
線
を
入
れ
た
。

　

一
、
朱
筆
は
『　

』
で
示
し
た
。
ま
た
合
点
は
す
べ
て
朱
筆
で
あ
る
。

「
河
内
国
下
縄
野
村
并

刑
部
郷
散
用
帳
」

１　

丹
波
国
吉
富
庄
下
縄
野
村
応
永
十
年
分
年
貢
等
散
用
状

「
下
縄
野
村
散
用
状
応
永
十
年

癸未

方
」

　
『
勘
定　

応
永
十
一
年
甲申

八
月
廿
九
日
』

　

注
進　

下
縄
野
村
応
永
十
年
御
年
貢
散
用
事

　
　
　
　

合

　

定
田
玖
町
柒
段
廿
五
代
十
八
歩
内

一
応
永
八
年
・
九
年
不
作
田

　

壱
町
壱
段
伍
代
内　

柒
段
廿
代
十
八
歩
同
十
年
現
作

但
四
段
ハ
四
斗
代

参
段
廿
代
十
八
歩
三
斗
六
升
代

　
　
　
　

残
伍
段
卅
代　

当
不
作

一
同
十
年
不
作
田
事

　

柒
段
十
八
歩

一
同
九
年
皆
河
成
事 

」（
第
１
紙
）

〇
下

欠

２　

丹
波
国
吉
富
本
庄
宇
津
郷
応
永
十
年
分
年
貢
等
散
用
状

〇
前

欠
　
　
　

定
御
米
佰
弐
拾
玖
石
壱
斗
□

　
　

所
済

□
□
伍
升 

八
月
十
□
日

□
□
□
□ 

八
月
十
二
日

陸
斗
玖
升
玖
合 

九
月
五
日

陸
斗
玖
升
玖
合 

九
月
五
日

陸
斗
玖
升
玖
合 

九
月
十
九
日

陸
斗
玖
升
玖
合 

九
月
十
九
日

壱
石
参
斗
伍
升
捌
合 

十
月
四
日 

壱
石
参
斗
伍
升
捌
合 

十
月
十
五
日

壱
石
参
斗
伍
升
捌
合 

十
月
十
五
日

陸
斗
玖
升
玖
合 

十
月
廿
四
日

陸
斗
玖
升
玖
合 

十
月
廿
四
日

壱
石
参
斗
伍
升
捌
合 

十
月
廿
五
日

参
斗
捌
升
捌
合 

十
月
廿
七
日

参
斗
捌
升
捌
合 

十
一
月
一
日

弐
石
玖
斗
壱
升 

十
一
月
三
日

参
斗
捌
升
捌
合 

十
一
月
四
日

参
石
伍
斗
柒
升 

十
一
月
四
日 

」（
第
12
紙
）

弐
石
玖
斗
壱
升 

十
一
月
五
日

参
斗
弐
升 

十
一
月
十
三
日

壱
石
陸
斗
壱
合 

十
一
月
十
三
日

弐
石
陸
斗
弐
升
柒
合 

十
一
月
十
四
日

（
題
箋
）

（
端
裏
書
）

〔
一
〕
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参
斗
捌
升
捌
合 

十
一
月
十
五
日

参
斗
捌
升
捌
合 

十
一
月
十
七
日

壱
斗
玖
升
肆
合 

十
一
月
十
八
日

肆
石
捌
斗
伍
升 

十
一
月
十
八
日

参
斗
捌
升
捌
合 

十
一
月
十
八
日

壱
石
肆
斗
伍
升
伍
合 

十
一
月
十
八
日

柒
斗
柒
升
陸
合 

十
一
月
十
八
日

参
斗
捌
升
捌
合 

十
一
月
廿
日

弐
斗
玖
升
壱
合 

十
一
月
廿
日

玖
斗
捌
升 
十
一
月
廿
二
日

参
斗
捌
升
捌
合 
十
一
月
廿
四
日

参
斗
捌
升
捌
合 

十
一
月
廿
四
―

壱
斗
玖
升
肆
合 

十
一
月
廿
五
日

参
斗
肆
升 

十
一
月
廿
七
日

参
斗
壱
升
壱
合 

十
一
月
廿
八
日 

」（
第
13
紙
）

参
斗
壱
升
壱
合 

十
一
月
廿
八
日

参
斗
弐
升
参
合 

十
一
月
卅
日

参
斗
伍
升
玖
合 

十
二
月
二
日

伍
斗
玖
升
壱
合 

十
二
月
三
日

弐
斗
肆
升
参
合 

十
二
月
五
日

壱
斗
肆
升
玖
合 

十
二
月
五
日

陸
斗
肆
升
壱
合 

十
二
月
六
日

壱
斗
玖
升
肆
合 

十
二
月
六
日

玖
斗
柒
升
肆
合 

十
二
月
七
日

弐
斗
玖
升
壱
合 

十
二
月
九
日

柒
斗
参
升
弐
合 

十
二
月
十
日

参
斗
捌
升
捌
合 

十
二
月
十
一
日

弐
斗
柒
升
弐
合 

十
二
月
十
一
日

参
斗
捌
升
捌
合 

十
二
月
十
二
日

捌
斗
弐
升
玖
合 

十
二
月
十
三
日

壱
斗
参
升
伍
合 

十
二
月
十
四
日

壱
斗
玖
升
肆
合 

十
二
月
十
四
日

伍
斗
玖
升
壱
合 

十
二
月
廿
一
日 

」（
第
14
紙
）

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
同
郷
未
進
参
阡
参
佰
肆
拾
参
石
伍
升
四
夕

　
　

所
済

陸
斗
柒
升
捌
合 

□
□
□
七
□

参
斗
伍
升
玖
合 

十
月
廿
八
日

陸
斗
参
升
参
合 

十
月
廿
九
日

壱
斗
伍
升
柒
合 

十
一
月
三
日

参
斗
捌
升
捌
合 

十
一
月
四
日

肆
斗
肆
升
肆
合 

□
□
月
□
□

肆
斗
伍
升
陸
合 

十
一
月
十
五
日

柒
斗
弐
升
捌
合 

十
一
月
廿
二
日

肆
斗
捌
合 

十
二
月
二
日

捌
升
捌
合 

十
二
月
五
日

参
斗
肆
合 

十
二
月
五
日 

」（
第
２
紙
）

弐
斗
伍
升
弐
合 

十
二
月
五
日

参
斗
弐
升
陸
合 

十
二
月
六
日

参
斗
柒
升
弐
合 

十
二
月
十
一
日

陸
斗
参
升
伍
合 

十
二
月
十
四
日

弐
斗
壱
升
肆
合 

十
二
月
廿
六
日
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『
已
上
寺
庫
納
陸
石
肆
斗
参
升
弐
合
』

一
神
殿
新
溝
御
検
知
元
亭
河
成
立
帰
并
新
田
等
御
米
散
用
事

　
　
　

合
定
田
弐
町
玖
段
参
拾
伍
代
内

　

肆
斗
伍
升
代　

伍
段
肆
拾
伍
代　
　
　

分
米
弐
石
肆
斗
伍
升
伍
合

　

参
斗
代　
　
　

弐
町
参
段
肆
拾
代　
　

分
米
柒
石
壱
斗
肆
升

　
　
　
　

并
御
米
玖
石
柒
斗
玖
升
伍
合

　
　

除

　

壱
石
壱
斗
玖
升　
　

例
免

　
　
　

定
御
米　
　

捌
石
陸
斗
伍
合
内 

」（
第
３
紙
）

　
　
　

所
済

参
石
参
斗
玖
升
陸
合 
十
一
月
十
日

柒
斗
柒
升
陸
合 

十
一
月
十
一
日

参
斗
捌
升
捌
合 

十
一
月
十
一
日

　
　

『
已
上
寺
庫
納
肆
石
伍
斗
陸
升

　
　
　
　

当
年
未
進
肆
石
四
升
五
合

　
　
　

都
合
未
進
柒
拾
肆
石
捌
斗
弐
升
九
合
七
夕
』

一
同
郷
未
進
柒
拾
石
柒
斗
捌
升
四
合
七
夕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
未
済
』

一
同
郷
康
安
元
年
并
貞
治
六
両
度
注
進
田
代
御
米
散
用
事 

」（
第
４
紙
）

　
　
　

合
定
田
壱
町
伍
段
参
拾
伍
代
拾
捌
歩
内

　

肆
斗
伍
升
代　
　

肆
段
拾
捌
歩　
　
　
　

分
米
壱
石
捌
斗
弐
升
弐
合
伍
夕

　

参
斗
代　
　
　
　

壱
町
壱
段
参
拾
伍
代　

分
米
参
石
伍
斗
壱
升

　
　
　
　
　

并
御
米
伍
石
参
斗
参
升
弐
合
伍
夕
内

　
　
　

所
済

　
　

弐
石
参
斗
弐
升
捌
合
『
寺
庫
納
』　

十
一
月
十
一
日

　
　

『　

当
年
未
進
参
石
四
合
五
夕

　
　
　

都
合
未
進
陸
拾
玖
石
肆
斗
捌
升
陸
合
』

一
同
郷
未
進
陸
拾
陸
石
肆
斗
捌
升
壱
合
五
夕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
未
済
』 

」（
第
11
紙
）

一
同
郷
内
奥
露
原
田
代
御
米
散
用
事

　
　
　

合
参
斗
代　

参
町
参
段　
　

分
米
玖
石
玖
斗
内

　

除

　

壱
石
陸
斗
伍
升　

例
免

　
　
　
　

定
御
米
捌
石
弐
斗
伍
升
内

　
　

所
済

壱
石
肆
斗
肆
升
玖
合 

十
一
月
十
六
日

壱
石
柒
升
肆
合 

十
二
月
五
日

　
　

『　

已
上
寺
庫
納
弐
石
五
斗
弐
升
弐
合

　
　
　
　

当
年
未
進
伍
石
柒
斗
弐
升
八
合

　
　
　

都
合
未
進
佰
肆
拾
玖
石
壱
斗
陸
升
五
合
』 

」（
第
９
紙
）

一
同
郷
未
進
佰
肆
拾
参
石
肆
斗
参
升
七
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
未
済
』

一
同
郷
御
地
子
散
用
事

　
　
　

合
定
畠
肆
拾
弐
町
肆
段
肆
拾
代　
　

分
地
子
弐
拾
壱
石
弐
斗
肆
升
内

　
　

所
済

弐
斗
陸
升
肆
合 

十
一
月
十
日

弐
升
玖
合 

十
一
月
十
一
日

弐
石
弐
斗
伍
升
玖
合 

十
一
月
十
四
日

壱
石
玖
斗
肆
升 

十
一
月
十
八
日

壱
斗
壱
升
玖
合 

同
十
八
日

弐
斗
肆
升
伍
合 

十
一
月
十
九
日

参
斗
弐
合 

十
一
月
廿
四
日

〔
亨
〕
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弐
斗 

十
一
月
廿
五
日 

」（
第
10
紙
）

弐
斗
肆
合 

十
一
月
廿
六
日

壱
升
弐
合 

十
一
月
廿
八
日

壱
升
捌
合 

十
一
月
廿
八
日

捌
升
壱
合 

十
一
月
廿
九
日

参
斗
壱
升
参
合 

十
一
月
廿
九
日

陸
斗
捌
升
肆
合 

十
一
月
廿
九
日

捌
升
捌
合 

十
一
月
卅
日

参
斗
玖
升
陸
合 

十
二
月
三
日

弐
斗
壱
升
陸
合 
十
二
月
五
日

柒
升
陸
合 
十
二
月
五
日

壱
斗
参
升
捌
合 

十
二
月
七
日

肆
升
弐
合 

十
二
月
十
一
日

伍
升
捌
合 

十
二
月
十
一
日

肆
斗
弐
升 

十
二
月
十
二
日

壱
升
弐
合 

十
二
月
十
二
日

参
斗
玖
合 

七
月
二
日

　

『　

已
上
寺
庫
納
柒
石
捌
斗
弐
升
玖
合

　
　
　
　

当
年
未
進
拾
参
石
肆
斗
壱
升
壱
合

　
　

都
合
未
進
伍
佰
拾
石
伍
斗
五
升
八
合
六
夕
』 

」（
第
15
紙
）

一
同
御
地
子
未
進
肆
佰
玖
拾
柒
石
壱
斗
四
升
七
合
六
夕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
未
済
』

一
神
殿
并
新
溝
下
御
検
知
元
亭
河
成
立
帰
御
地
子
散
用
事

　
　

合
得
畠
壱
町
伍
段
弐
拾
伍
代　
　

分
地
子
柒
斗
柒
升
伍
合
内

　

所
済

　

参
斗
伍
升
弐
合
『
寺
庫
納
』　

　

十
一
月
廿
二
日

　

『　

当
年
未
進
肆
斗
弐
升
弐
合

　
　

都
合
未
進
拾
陸
石
壱
斗
陸
升
五
合
』

一
同
郷
未
進　

拾
伍
石
柒
斗
肆
升
参
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
未
済
』 

」（
第
16
紙
）

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　

運
上
分

三
升
三
合 

十
二
月
四
日

七
升
九
合
二
夕 

十
二
月
十
五
日

一
斗 

十
二
月
廿
三
日

二
斗 

十
二
月
廿
七
日

　
　

『
已
上
寺
庫
納　

伍
斗
柒
升
参
合
二
夕

　
　
　

当
年
未
進
捌
斗
参
升
六
合
八
夕　
　

』

　

同
未
進
陸
斗
弐
升
三
合
八
夕
応
永
十
年
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
未
済
』

　
　

『
応
永
十
二
年
卯
月
廿
二
日　

勘
定
之
畢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

納
所
代
禅
快
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　

寺
家
公
文
所　

定
紹
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　

寺
家
公
文
所　

禅
快
（
花
押
）』

　

右
太
概
注
進
如
件
、　
　
　
　

公
文
代
（
花
押
）

　
　
　

応
永
十
二
年
卯
月
廿
二
日 

」（
第
17
紙
）

　
　

〇
各
紙
継
目
裏
に
禅
快
と
定
紹
の
花
押
が
あ
る
。

３　

丹
波
国
吉
富
新
庄
刑
部
郷
応
永
十
二
年
分
年
貢
等
散
用
状

○
上

欠

四
斗
六
升
六
合 

十
一
月
廿
一
日

応
永
九

〔
亨
〕

〻
『
三
』
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七
斗
七
升
六
合 

十
一
月
廿
七
日

『
已
上
寺
庫
納
弐
拾
参
石
肆
斗
捌
升
二
合
』 

」（
第
５
紙
）

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七
斗 

十
一
月
二
日

三
斗 

十
一
月
二
日

八
斗
五
升 

十
一
月
五
日

一
石 

十
一
月
七
日

九
斗 

十
一
月
八
日

五
斗 

十
一
月
八
日

一
石
四
斗 
十
一
月
八
日

八
斗 
十
一
月
八
日

五
斗 

十
一
月
八
日

二
斗 

十
一
月
九
日

一
石 

十
一
月
十
日

三
斗 

十
一
月
十
日

五
斗
五
升 

十
一
月
十
日

八
斗 

十
一
月
十
三
日

五
斗
六
升 

十
一
月
十
三
日

一
石
六
升
七
合 

十
一
月
十
三
日

七
斗
五
升
八
合 

十
一
月
十
三
日

八
斗 

十
一
月
十
四
日

六
斗
二
升
八
合 

十
一
月
十
四
日

六
斗
七
升
九
合 

十
一
月
十
四
日

三
斗 

十
一
月
十
六
日

四
斗 

十
一
月
十
六
日

四
斗
二
升
四
合 

十
一
月
廿
七
日

四
斗 

十
二
月
廿
日

『
已
上
寺
庫
納
弐
拾
陸
石
伍
斗
捌
升
七
合

　
　
　

当
年
未
進
捌
石
壱
斗
五
升
三
合　

』 

」（
第
６
紙
）

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

『
已
上
寺
庫
納
佰
弐
拾
伍
石
玖
斗
陸
升
弐
合

　
　
　

弐
斗
壱
合　
　
　

河
内
春
井
料
無
食
人
功
四
十
人

中
食

　
　
　

壱
斗
陸
升　
　
　

同
井
奉
行
了
賢
下
用
、
十
六
日
定

　
　
　

弐
石
弐
斗
捌
升　

同
夏
井
破
損
修
繕
人
功
四
百
五
十
六
人
分

　
　
　

捌
升　
　

同
井
奉
行
了
賢
下
用　

八
日
定

　
　
　

玖
斗
壱
升　

井
料
納
下
減
分

　
　
　

肆
斗
柒
升　

井
料
使
度
々
酒
直
分

　
　
　

肆
斗
弐
升　

河
内
料
所
以
下
方
之
□
人
分
酒
直

　
　
　

参
石
五
斗
捌
升　
　

本
玉
給
分

　
　
　

五
石　
　
　
　
　
　

同
御
代
官
給
分

　
　
　

柒
斗
五
合　
　
　
　

未
進
方
三
合
米

　
　
　

肆
斗
五
升　
　
　
　

土
々
井
之
食
九
十
人
分

　
　
　

参
斗　
　
　
　
　
　

政
所
堂
御
寄
進
分
□

　
　
　

弐
石
捌
斗
七
升　
　

大
谷
闕
所
下
地
本
年
貢
除　
　

名
給
定

　
　
　
　
　
　

八
反
十
七
代
半
内
本
三
反
卅
二
代
半

新
四
反
三
十
五
代

　
　
　

肆
斗
捌
升　

同
山
室
衛
門
下
地
一
反
十
本
分　
　
　

同
名
給
除
定

　
　
　

陸
斗
五
升
四
合　
　

川
内
井
料
不
足
分
遣
之
、

　
　

并
佰
肆
拾
肆
石
伍
斗
弐
升
弐
合

　
　
　

当
年
未
進
佰
弐
拾
玖
石
壱
斗
捌
合

　
　

都
合
未
進
追
可
有
沙
汰
之
、 

』 

」（
第
７
紙
）

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
恒
成
名
御
米　

伍
拾
二
石
五
斗　

古
押
紙
定
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除
十
四
石
三
斗
一
升 

福
珎
名
四
町
七
反
卅
五
代
新

三
石 

公
文
方
雑
免
壱
町
新

　

残
御
米　

卅
四
石
七
斗
四
升

　
　
　
　

運
上
分

六
斗 

十
月
八
日

六
斗
六
升 

十
月
十
八
日

八
斗 

十
月
廿
一
日

七
斗 

十
月
廿
二
日

七
斗 
十
月
廿
二
日

八
斗 
十
月
廿
六
日

二
石 

十
月
廿
二
日

一
石
一
斗 

十
月
廿
八
日

一
斗
七
升 

十
月
廿
九
日

一
石 

十
月
卅
日

三
斗 

十
一
月
一
日

四
斗
二
升
四
合 

十
一
月
八
日 
」（
第
18
紙
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
同
応
永
十
一
年
御
米
未
進
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
未
済
』

　
　
　

合

一
同
福
珎
名　
　

四
町
七
反
卅
五
代
新

　
　
　

除

　

壱
町
六
反
十
代
畠
成　

廿
河
成　

　

二
反
新

新
兵
衛
尉
給
分

　
　
　
　

已
上
壱
町
八
反
卅
代

　

残
定
田　

弐
町
九
反
五
代　

分
米
八
石
七
斗
三
升

　
　

『
此
分
御
代
官
各
別
之
間
、
散
用
状
別
在
之
、』

一
応
永
十
二
年
御
地
子
大
豆
散
用
事

　
　
　

合

　

定
畠　

捌
拾
柒
町
五
反
十
代

　
　
　

除

　
　

九
石
五
斗
四
升　
　
　
　

廿
町
方
御
地
子

　

定
残
御
地
子　
　

卅
四
石
二
斗
二
升

　
　
　
　

又
加

　
　

福
珎
名
不
作
分　
　

一
町
六
反
十
代　

分
地
子
八
斗
一
升

　

并
御
地
子　

卅
五
石
三
升

　
　
　

運
上
分

一
斗 

十
月
廿
日

二
斗 

十
一
月
十
七
日

三
斗 

十
一
月
十
三
日 

」（
第
19
紙
）

一
斗
八
升
五
合 

十
一
月
十
三
日

六
升 

十
一
月
十
三
日

五
斗
五
升 

十
一
月
十
三
日

一
斗 

十
一
月
十
三
日

四
斗 

十
一
月
十
三
日

六
斗
五
升 

十
一
月
十
三
日

五
升
五
合 

十
一
月
十
三
日

一
斗
三
升 

十
一
月
十
三
日

二
斗 

十
一
月
十
四
日

四
斗
五
升 

十
一
月
十
四
日

二
斗
七
升
五
合 

十
一
月
十
四
日
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二
斗 

十
一
月
十
四
日

二
斗 

十
一
月
十
五
日

二
升
五
合 

十
一
月
十
六
日

九
升
五
合 

十
一
月
十
六
日

四
升
五
合 

十
一
月
十
七
日

二
升 

十
一
月
十
八
日

三
升
五
合 

十
一
月
十
八
日

一
斗
五
升 

十
一
月
十
八
日

一
斗 

十
一
月
十
八
日

八
升 
十
一
月
十
九
日

一
斗
四
升
五
合 
十
一
月
廿
日

五
升 

十
一
月
廿
日

一
斗 

十
一
月
廿
日

二
升
五
合 

十
一
月
廿
一
日

八
斗 

十
一
月
廿
二
日

二
斗
五
升 

十
一
月
廿
四
日

一
斗
二
升
八
合 

十
一
月
廿
四
日

五
升 

十
一
月
廿
四
日 

」（
第
20
紙
）

七
升
二
合 

十
一
月
廿
四
日

五
升 

十
一
月
廿
四
日

五
升 

十
一
月
廿
四
日

二
斗 

十
一
月
廿
四
日

一
斗 

十
一
月
廿
五
日

七
升
五
合 

十
一
月
廿
五
日

一
斗
七
升 

十
一
月
廿
七
日

八
斗 

十
一
月
廿
八
日

五
升 

十
一
月
廿
八
日

一
斗
二
升
八
合 

十
一
月
卅
日

一
斗 

十
一
月
卅
日

一
斗 

十
一
月
卅
日

二
斗
一
升
五
合 

十
一
月
卅
日

二
斗
三
升 

十
一
月
卅
日

一
斗
三
升
五
合 

十
一
月
卅
日

二
斗
二
升
五
合 

十
二
月
三
日

一
斗
七
升 

十
二
月
三
日

五
升 

十
二
月
三
日

一
斗 

十
二
月
三
日

三
升 

十
二
月
三
日

一
斗
六
升 

十
二
月
四
日

三
升
五
合 

十
二
月
五
日

九
升 

十
二
月
六
日

三
斗 

十
二
月
九
日

二
斗
三
升 

十
二
月
九
日

二
斗
八
升
八
合 

十
二
月
十
日

二
斗
二
升
五
合 

十
二
月
十
九
日

一
斗
三
升 

十
二
月
廿
一
日

二
斗
五
升
二
合 

十
二
月
廿
四
日

一
斗 

十
二
月
廿
二
日

一
斗
二
升 

十
二
月
廿
七
日 

」（
第
21
紙
）

四
升 

二
月
十
五
日

一
石
九
斗
五
升 

十
一
月　

日

七
升
五
合 

十
一
月
十
五
日
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五
升 

二
月
十
四
日

一
斗
五
升 

六
月
十
五
日

一
斗 

六
月
廿
二
日

七
升
五
合 

六
月
廿
二
日

五
升 

六
月
廿
四
日

一
斗
五
升 

六
月
廿
四
日

一
斗 

六
月
廿
五
日

三
升 

六
月
廿
八
日

五
升 

六
月
廿
八
日

五
升 
閏
六
月
三
日

七
升
五
合 
壬
六
月
廿
三
日

二
斗
四
升
七
合 

十
二
月
三
日

五
升 

十
二
月
十
四
日

二
斗 

十
二
月
二
日

二
斗
三
升 

十
一
月
廿
一
日 

」（
第
22
紙
）

　
　

〇
以
上
八
紙
同
筆
。
各
紙
継
目
裏
に
禅
快
・
定
紹
・
賢
清
の
花
押
が
あ
る
。

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
応
永
十
一
年
御
地
子
未
進
分
事

　
　
　
　

合

〇
下

欠

 

」（
第
８
紙
）

　
　

○
右
辺
の
継
目
裏
に
定
紹
の
花
押
が
あ
る
。

４　

丹
波
国
吉
富
新
庄
刑
部
郷
応
永
十
七
年
分
年
貢
等
散
用
状

「
刑
部
郷
預
所
□
散
用
状
応
永
十
七
年

」

　
　
　

『
応
永
十
八
年
八
月
廿
五
日
勘
定
了
、』

　

注
進　

刑
部
郷
御
得
分
惣
庄
方
御
米
散
用
事

　
　
　

合　

応
永
十
七
年
庚寅

歳
分

　

惣
田
数　

百
九
町
八
段
廿
代
内

本
卅
四
丁
七
代
半

新
七
十
五
丁
八
反
十
二
代
半

　
　

除

　

廿
九
町
一
段
卅
代
内

本
十
町
二
反
廿
五
代

新
八
丁
九
反
五
代　

三
郎
丸
集
田　

吉
安　

恒
成　

福
珎
等
分

　

残
田　

八
拾
町
六
段
卌
代
内

本
二
十
三
丁
七
反
卅
二
代
半

新
五
十
六
丁
九
反
七
代
半　

　
　
　

已
上
分
米　

百
十
九
石
九
升
七
合
交
分
反
米

チ
リ
等

　
　

又
加

　

四
石
一
斗
一
升　
　

今
新
田
三
十
歩
新　

本
米　

遣
之
、
井
料
方
へ

并
百
廿
三
石
二
斗
七
合
内

　
　
　

除 

」（
第
23
紙
）

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　

卅
五
石
五
斗
二
升　
　

三
郎
丸
以
下
一
色
本
年
貢
分

　

残
御
米　

卌
三
石
五
斗
八
升
四
合　
　
　

交
分　

反
米
等

十
五
石
一
斗
二
升
四
合　
　
　
　
　

恒
成
・
真
得
等
交
分
十
丁
四
反
卌
五
代
分

五
石
五
斗
一
升
二
合　
　
　
　
　
　

吉
安
名
交
分
三
丁
五
反
卌
五
代
分

六
石
五
斗
二
升
九
合　
　
　
　
　
　

福
珎
名
交
分
四
丁
七
反
廿
代
新

三
石
二
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
佃
八
名
分
名
別
四
十
宛
定

　
　
　
　

都
合
七
十
三
石
九
斗
四
升
九
合

　
　
　

除

八
斗
三
升
二
合　
　
　
　
　
　
　

政
所
薬
師
堂
燈
油
田
免
一
反
新

八
斗
三
升
二
合　
　
　
　
　
　
　

井
奉
行
給
一
反
本

六
斗
二
升
八
合　
　
　
　
　
　
　

山
室
六
斗
代
一
反

石
代
方 

被
召
之
、

八
斗
三
升
二
合　
　
　
　
　
　
　

薦
田
里
十
六
坪
一
反

本
河
成

一
石
三
斗
七
升　
　
　
　
　
　
　

公
文
方
雑
免
一
町
新

安
威
方
知
行
分

二
斗
四
升
四
合　
　
　
　
　
　
　

苽
地
卅
代
分

恒
成

（
端
裏
書
）
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二
斗
八
升　
　
　
　
　
　
　
　
　

瓦
尻
東
荒
野
分
廿
代
新

三
斗
一
升
四
合　
　
　
　
　
　
　

竹
原
庄
司
分　

下
司
脇
帰
之
、

二
斗
五
升　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
宮
修
理
田
交
分　

集
田
卅
五
代
内

三
斗
二
升　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
得
名
二
反
十
本　
　

中
方
分　
　
　
　
　

土
穴
十
三
坪
国
方
押
領
欤
、

六
升
九
合　
　
　
　
　
　
　
　
　

恒
成
廿
五
新　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

荒
野
分　

東
方

 

」（
第
25
紙
）

一
斗
三
升　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
真
得
河
成
卌
大
本　
　
　
　
　

　

枚
田
十
三
坪

　
　
　
　

已
上
六
石
一
斗
一
合

　

定
残
御
米　
　

六
十
七
石
八
斗
四
升
八
合
内

　
　

『
已
上
寺
庫
納
弐
拾
三
石
一
斗
七
升
三
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

除
交
分
定　
　

』

　
　
　

又
加

　

『
玖
石
六
斗
九
升
六
合　
　
　

恒
成
交
分

　
　

伍
石
三
斗
七
升
四
合　
　
　

吉
安
交
分

　
　

肆
石
二
斗
一
升
一
合　
　
　

六
斗
代
等
交
分

　
　

参
石
一
斗
四
合　
　
　
　
　

小
佃
米

　
　
　
　

已
上
寺
庫
納
廿
二
石
二
斗
八
升
一
合
除
交
分
欤
、

　
　
　

又
此
外

　
　

参
斗
一
升
一
合　
　
　
　
　

恒
成
・
真
得
名
交
分
三
合
米 

」（
第
26
紙
）

　
　

壱
斗
六
升
一
合　
　
　
　
　

吉
安
三
合
米

　
　

陸
斗
九
升
五
合　
　
　
　
　

三
郎
丸
三
合
米

　
　

弐
斗
弐
升　
　
　
　
　
　
　

六
斗
代
小
佃
等
三
合
米

　
　

壱
石
五
斗　
　
　
　
　
　
　

勝
音
給
分

　
　

四
斗
六
升
九
合
五
夕　
　
　

吉
安
三
反
十
御
免
給
分

　
　

参
斗
二
升
四
合　
　
　
　
　

吉
安
出
田
方
交
分
本
二
反
分

　
　

陸
石
五
斗
二
升
九
合　
　
　

福
珎
名
四
丁
七
反
廿
代
交
分

　
　
　
　

已
上
拾
石
弐
斗
九
合
五
夕

　
　
　

并
伍
拾
伍
石
六
斗
六
升
三
合
五
夕

　
　

当
年
未
進　

拾
弐
石
壱
斗
八
升
四
合
五
夕
』

　

一
同
三
郎
丸
預
所
方
御
地
子
事

　
　
　
　

合

　

『
弐
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
谷
一
色
百
姓
名
一
色
分

　
　

陸
石
六
斗
四
升
九
合　
　
　

預
所
方
分
寺
庫
納

　
　

参
石
三
斗
五
升　
　
　
　
　

三
郎
丸
方
分
寺
庫
納

　
　

壱
斗
四
升
八
合　
　
　
　
　

恒
成
預
所
方
地
子
同

　
　

四
石
四
斗
八
升　
　
　
　
　

大
麦
三
郎
丸
方
夏
地
子
同

　
　
　
　
　
　

已
上
寺
庫
納
拾
四
石
八4
斗
二
升
七
合

　
　
　

又
未
進
御
米

　
　

肆
石
玖
斗
九
升　
　
　
　
　

預
所
方
未
進
分 

」（
第
27
紙
）

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　

肆
斗
二
升
八
合　
　
　
　
　

恒
成
方
未
進
分

　
　
　
　

已
上
寺
庫
納
伍
石
四
斗
一
升
八
合

　
　
　
　

応
永
十
八
年
八
月
廿
五
日
勘
定
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

納
所
代
快
潤
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

寺
家
公
文
所 

賢
清
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

寺
家
公
文
所 

宗
政
（
花
押
） 

』

　
　

右
太
概
注
進
如
件
、

　
　
　
　

応
永
十
八
年
八
月
廿
五
日　
　

本
玉
（
花
押
） 

」（
第
28
紙
）

　
　
　

〇
各
紙
継
目
裏
に
宗
政
、
賢
清
、
快
潤
の
花
押
が
あ
る
。

（
×
七
）

除
交
分
定

除
交
分
定


